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  裁量労働制の実態調査報告書 

 

    労働法制中央連絡会 

 
 労働法制中央連絡会と全国労働組合総連合

は、３月からとりくんだ「裁量労働制実態調査」を

このほど「報告書」にまとめました。以下はその要

旨を編集部で作成したものです。  

全文は ☞ こちら 

 

１．裁量労働制を巡る情勢と当調査の目的 

政府・財界は現政権の労働時間規制緩和政策

の中で裁量労働制の適用業務の拡大を狙ってい

ます。労政審労働条件分科会では新たな調査を

求める声が上がる中、裁量労働制の廃止を求め

る労働法制中央連絡会・全労連として職場のリア

ルな実態を集め、この制度の問題点と危険性を指

摘することが重要と考え、同時に廃止への機運を

高めることも目的として実態調査を行いました。 

 

２．調査から見えてきたこと 

 

１）裁量について 

主な問題点は、①適用上必要な裁量（遂行手 

段・時間配分）が与えられてない人がある程度い

る ②まったく裁量がない期間でも適用されている 

③顧客との関係で事実上、裁量がない ④この調 

査で回答したどの職場も裁量がない働き方（違法

状態）となっており、制度の原則が崩れています。 

 

業務の遂行手段の裁量について「ない」「ほとん 

どない」「少しはある」を合わせると 34％、時間配

分の裁量は「ない」「ほとんどない」「少しはある」 

を合わせて 30％の回答となっています。裁量労

働制は遂行手段と時間配分が該当者に裁量を与

えないと適用できない制度となっています。つまり、

この調査結果では多くの人が違法な適用となって

います。 

 

２）労働時間  

主な問題点は、①裁量労働制になっても長時間

労働は解消されていない ②「みなし労働時間」よ

りも実労働時間が長い ③企業は労働時間の把握

をしていない。 

「みなし労働時間」は個人では半数以上が７時

間 30 分未満であり、聞き取りした労組もすべて

８時間未満となっており、多くの職場が、法定労働

時間より少ない時間でした。 一方で実労働時間

（１日の平均）は個人では８時間以上が７割を超え

ており、中には 11 時間以上と回答した人もいまし

た。 

聞き取り調査では、労組が平均労働時間などの

提示を企業側に要求しても拒否されることが多く、

労働時間の実態が把握できない状況です。人員

削減など業務量が増加し、多くの職場が「みなし

労働時間」以上の長時間となっています。民間企

業ではジョブ型・成果主義人事のもと、長時間労

働が事実上強いられている実態もあります。裁量

労働制は 時間ではなく「成果による処遇」に利用

されています。裁量があり、柔軟な働き方ができる

というよりも、成果を上げるため長時間労働をさ

せるために導入されていると言えます。 

 

３）賃金について 

主な問題点 ①裁量労働制が残業代逃れの賃

金抑制に使われている ②裁量労働制の適用時に

基本給が削減されるなど、「相応の処遇の確保」が

されていない裁量労働制における賃金に関しては、

特段規定はありません。「導入の際に基本給を削

って、その分を裁量労働手当に充てて実質変わら
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ない」というケース、「評価で賃金が決まるため、

裁量労働制とは関係なく賃金が下がる」など、企

業側の裁量労働制導入の目的は、人件費の削減

にあります。 

ある職場では、「固定残業代制について労基署

の指導が入ったのを機に、裁量労働制が導入され

た」や「深夜の残業手当が出ないとある労働者が

労基署に相談し、指導が入ったため、そのあと導

入した」など、残業代の不払いが問題となって裁量

労働制が導入された例がありました。今回、個人

の調査では、多くの人が賃下げになるようには見

えません。これは労組のたたかいで下がるのを止

めている結果ともいえます。しかし、残業代がなく

なり月平均 7～８万円減額になったという回答も

あります。労働組合がない職場ではより明白にな

ると思われます。 

 

４）同意について 

 主な問題点 ①労使協定の内容を適用者・労働

者に明示・周知することが十分にできていない ②

同意の確認はされているが、同意しない場合の労

働条件の提示は不十分です。 

 2024 年４月１日から専門業務型は法改定さ

れ、今回の調査でも、同意の確認はなされていま

す。ところがマスコミ関係の職場では、同意する人

がほとんどいない。裁量労働制を廃止した企業も

あり、同意を取る法改正は一定機能しているとい

えます。 

厚労省発行の「専門業務型裁量労働制の解説」

の「説明があった」が 3８％、５割の人が「なかっ

た・わからない」と回答しています。「同意をしなか

った場合の働き方」は、今回の調査結果では明示

が徹底されていません。手続きについて、「知らな

い人」が５割を超えました。この調査結果では協定

内容の周知が不十分であり、労使協定の周知の

徹底を使用者に課す必要があります。 

 

３．裁量労働制は不要であり、廃止すべき 

 

今回の調査では、「裁量労働制は特に問題がな

い」「子育てには利用しやすい制度だ」という声も

ありました。時間配分が自由で、裁量労働制が導

入されている職場であれば、この制度を肯定する 

人もいることは否定できません。  

 しかし、一方で現在裁量労働制が導入されてい

る労働者が、制度が拡大されたら、「定額働かせ

放題が助長される」 「裁量がないのに導入される」

「出勤時間がバラバラのため職場のコミュニケー

ションがなくなる」と断言しています。 

 今回の調査を終え改めて、私たちは「定額働か

せ放題」の裁量労働制は不要であり、廃止すべき

と主張します。 裁量労働制の問題点は、賃金を抑

制し、長時間労働をさせる点であるとともに、裁量

がないのに導入されていることがこの調査で明確

になりました。 自由な働き方と言っても労働時間

の管理は自己責任であり、使用者は責任逃れし、

長時間労働が当たり前になっています。労働者に

多くの裁量はなく、どんな職種でもすべて自由に

仕事ができることは皆無です。 

裁量労働制を導入しなくても、自分や家族のた

めの自由な時間の確保をする働き方は、法定労

働時間や時間外・休日労働を厳格に規制する。 

時短や職場にあった労働時間のルール作り、有給

休暇の取得率の向上や子育て・介護などの有給

制度の拡充を国に要求することも必要です。  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ダイジェスト版の要旨  
／調査から見えてきたこと 

＜アンケートの概要＞  

◆実施期間：２０２６年３月下旬～４月末  

◆回答数：個人 26 人  

労働組合の役員への聞き取り ４労組（協議  

体）  

◆適用されている業務  

・個人調査 専門業務型 88.5％ 企画業務型 

3.8％ わからない 7.7％  

・聞き取り調査 すべて専門業務課型 

 

１．裁量について～主な問題点  

①適用上必要な裁量（遂行手段・時間配分）が 

与えられてない人がある程度いる  

②まったく裁量がない期間でも適用されている  

③顧客との関係で事実上、裁量がない  

④この調査で回答したどの職場も裁量がない 

働き方（違法状態）となっており、制度の原則が 

崩れている  

◇研究開発・情報処理システムの業務（民間企業）  

顧客とともにその顧客の企業に常駐してプロジ

ェクトを進める際、その顧客の出勤時間に合わせ

る必要あり。事実上労働時間に裁量がない。  

◇記者の仕事（新聞記事の取材等）  

起こったニュースを取材する「受け身」であるた

め裁量がない。また、輪番での泊まり勤務など週

に数回のシフト勤務もあり、自由度ない。  

◇研究開発の業務（独立行政法人）  

ある程度自分のペースで研究ができる場合は

仕事内容にも裁量があり、時間配分も自分で決

められる。研究用の機械の故障時の対応、実験用
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の動物の飼育などでは出勤の必要があるため自

由度がない事例もあり。  

◇教授研究の業務（公立大学）  

研究よりも学生への講義や実習の時間が多く、

学部によっては数か月実習期間となりその期間は

裁量がまったくないのに適用を続けているケース

あり。  

２．労働時間～主な問題点  

①裁量労働制になっても長時間労働は解消さ

れていない  

②みなし労働時間制よりも実労働時間が長い  

③企業は労働時間の把握をしていない 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４～５月の行動 

成長戦略会議に意見書提出 

国会議員に署名提出 
 

◇4 月 23 日 厚生労働省に「意見書」提出・要

請行動 

厚生労働省との交渉で中央連絡会は『成長戦

略会議・労働市場改革分科会への意見書（裁量労

働制）』を提出し、同「分科会」でこの『意見書』を

紹介することを求めました。また『意見書』の内容

について厚生労働省としての答弁を求めました。 

対応した政策統括課・大臣官房付の答弁概要

は、①「分科会」では意見は出し切っているのでこ

れからとりまとめる。そのあと法改正なのか省令・

通達なのかいづれかになるのか、労働政策審議会

で審議していくことになる、②審議内容はそこそこ

バランスの取れた議論で極端な意見は出ていな

い。総理も「健康第一と言っている」。ご心配には

及ばないと思う。③自民党から、労基署の監督が

厳しすぎるというご意見が出ているということだが、

現場は法律にのっとり監督している、という返答で

した。労働総研から桑田富夫代表理事が参加しま

した。 
◇５月 15 日 国会で署名提出集会・議員要請 

 全労連と中央連絡会は５月 15 日、国会議員会

館において、この間とりくんできた「労働法規制・

時短署名」41,747 筆の提出集会と議員要請行

動を行いました。詳細は中連ニュース 518 号 

※☞こちらの資料 

◇学習リーフ『労基法の規制強化を／長時間労働

根絶・時短を求める』の発行・普及を。 

 守るのは未来の働き方！裁量労働制は「定額働

かせ放題」がねらいだ。労働基準法の解体で「自

分の時間・健康が削られる！」 このほど中央連絡

会・全労連・国民春闘は共同して、労働基準法を

強化し、長時間労働根絶・労働時間短縮めざす

「請願署名運動の学習リーフ」を作成しました。 

※☞学習リーフ 

 

////////////////////////////////////////////////////////   

 

連合が緊急要請書を提出 
 

～働く者の声を尊重した労働時間 

法制の実現を求める～ 

 

連合・日本労働組合総連合は５月１８日、厚生労

働大臣あてに緊急要請書を提出し、要請行動を

行いました。以下に要請書の要旨を紹介します。 

 

（要請主旨） 労働政策審議会や日本成長戦略会

議労働市場改革分科会において、労働時間法制

の議論が続く中、総理は、「現場の実態や労使双

方の立場を十分に踏まえた検討」としつつも、経済

団体などが主張する「裁量労働制」や「変形労働

時間制」などの見直しを指示しました。  

しかしながら、今求められているのは、働く者の

安全や健康はもとより生活時間の確保・充実に向

けた労働時間法制の強化と生産性向上を同時に

実現することであり、長時間労働を可能とする緩

和ではないことは「現場の実態」が証明しています。

「働き方改革」から約 7 年が経過した今なお、悲

惨な過労死等は減っておらず、脳・心臓疾患およ

び精神障害の労災請求件数はいずれも過去最多

を記録しています。また、労働組合にも、全国の働

く仲間から長時間・過重労働や連続勤務、それら

による心身の不調などを訴える悲痛な声が数多く

寄せられています。これこそ「現場の実態」であり、

厚生労働省の「総点検」調査結果でも「働き方改

革」の定着・推進を求める声が圧倒的多数である。  

厚生労働省におかれては、働く者の安全と心身

の健康確保、労働条件の改善などを任務する行

政機関として、働く者の声を十分に踏まえた労働

時間法制の見直しを行うよう強く求めます。  

 

（要請事項） 

 

 １．上限規制の強化など、「働き方改革」の定着・

推進に向けた法改正に取り組むこと  

長時間労働を前提とした働き方や職場風土の 

https://drive.google.com/file/d/1J1is5hkOTJ1NF43Z3-o-jrEzphvVP5UT/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SdPVI63o6GTmtfR1_jTme2i29C3MnpaB/view?usp=drive_link
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変革、業務効率化・省力化を含めた真の「働き方

改革」の一層の定着・促進をはかることが重要で

ある。 労働時間の適正把握の徹底とともに、時間

外労働の上限規制の段階的な強化をはかるべき

である。  

／休日労働を含めた長期の連続勤務を制限す

るルールの導入、勤務間インターバル制度の義

務化、「つながらない権利」の立法化などに向け

た検討を加速すべきである。  

／時間外労働の上限規制における月 45 時間

超の回数制限（年 6 回まで）は、過労死認定基

準を踏まえており、一部でも緩和すること断じ

て行うべきではない。  

 

２．裁量労働制の対象業務の安易な拡大や要件

緩和は行わないこと  

裁量労働制については、適用労働者の方が長 

時間労働である割合が高く、対象業務の安易な

拡大や、導入手続などの要件緩和は行うべきでは

ない。  

／厳格な導入手続や定期的なモニタリングなど

の適正運用の徹底を進め、その実効性を高め

るための監督指導を強化すべきである。  

 

３．変形労働時間制の要件緩和などは行わないこ

と  

変形労働時間制は、業務の繁閑が大きい場合 

に例外的な制度であり、労働者保護の観点から労

使協定の締結・届出などの要件が課されている。

期間の短縮や計画申請後の変更を認める措置な

ど、現行要件を緩和することは、長時間労働の常

態化や生活時間の設計を毀損しかねないため、行

うべきではない。  

 

４．労働基準法の強行法規性を堅持すべきこと  

 労働基準法は最低基準を定めた強行法規であ

り、労使合意による規制解除（デロゲーション）は

縮減していくべきであり、さらなる拡大は、行うべ

きではない。  

 

５．労働基準監督署における厳格な指導・監督は

維持すべきこと  

 「働き方改革推進支援センター」の機能強化や

労働基準監督署との一層の連携などにより、事業

主における各労働時間制度の適正な運用や、36

協定の適切な締結・改定の取り組みを促すことは

重要である。 視点として労働時間の短縮を主眼

に置くべきである。時間外労働の上限規制の範囲

内であっても時間外労働を推奨する方向での制

度・運用の見直しは行うべきではない。 加えて、

労働基準監督署の監督指導については、労働基

準法の趣旨を踏まえた厳格な対応を堅持すべき

である。 （文責編集部） ※要請全文は☞こちら 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

裁量労働制の拡充（対象拡大）を求める 

経団連が政府に提言 

 

経団連（日本経済団体連合会）は５月 19 日、政

府に対して「裁量労働制の拡充（対象拡大）を求

める」提言を提出しました。経団連は、提言で以下

のように「高市総理は、４月の日本成長戦略会議

で、制度対象のあり方を含め裁量労働制の見直し

の検討加速を指示した。今後、同会議やその下に

設置された労働市場改革分科会、また労働政策

審議会労働条件分科会で検討が進められていく。 

経団連は、こうした議論が今後も加速し、労働者

と企業双方の成長と発展につながる見直しが進む

ことを強く期待する」と主張しています。 

☞「提言」概要 

☞「提言」全文 

 

///////////////////////////////////////// 

 

  活 動 報 告   

 

女性労働研究部会 

全労連・２つの実態調査で学習・討論 

 

 ４月３０日に開催した女性労働研究部会では、

全労連女性部が 2025 年に実施した｢女性労働

者の労働実態調査およびジェンダー平等・健康実

態調査｣｢妊娠・出産・育児に関する調査｣につい

て高木りつさん（全労連女性部長）に報告していた

だき、討論しました。 

「実態調査」によると、年収 350 万円未満の女

性労働者が 44％で、非正規雇用では 8 割以上

です。賃金や昇進・昇格差別も多く、ハラスメント

も４割あり、ハラスメント被害者の４人に１人が誰に

もいわずに耐えています。女性労働者の７割もの

人が｢仕事を辞めたいと思うことがある｣とし、多

https://drive.google.com/file/d/1tc8oJH5mIC25IGZJqdLZq7WV1eNpCQBi/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1U5yzXyQv4JGaoS9G15gs4a8RQeHOmotF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LxoGxny3xIG2bi7Bf8vc4N_-UtEF_F-V/view?usp=drive_link
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忙ななかで無理をして働いています。睡眠時間は

6.5 時間未満が 75％に及び、生理不順が４割、

生理休暇を取得していない人が 86％、不妊治療

を受けたことがある人は約 1 割います。最も切実

な要求は正規・非正規ともに｢賃金の引き上げと

人員増｣です。 

妊娠・出産・育児に関わるハラスメントも少なく

なく、言葉や態度によるものが正規で 75％、非正

規・有期では 93％、「制度利用が認められなかっ

た」や「異動・退職勧奨を受けた」も正規で 1 割強、

非正規の女性労働者への差別・ハラスメントが多

くなっています。流産の経験が 24％、妊娠中の不

調も 7 割もあり、看護師・保育士・介護士が高い

です。非正規では妊娠・出産・育児を理由として退

職した人が 4 割もいます。子育てに関しては、パ

ートナーの育休取得率が正規で 22％、前回調査

の 4 倍に増え、取得期間もやや長期化しており、

パートナーと共同で子育てする意識が進みました。

妊娠・出産・育児に関する権利は整備・保障されて

きていますが、｢知らなかった｣という回答も多く、

職場で周知し、権利行使ができる職場づくりが求

められています。両立支援制度の改善要求では、

子どもの看護休暇、参観日等の休暇が多く、｢柔

軟な働き方を実現するための措置｣では短時間勤

務制度が最多です。 

 女性労働者が仕事と家庭生活を両立させて、健

康で元気に働くには、まだまだ問題が山積してお

り、労働組合活動を強化して、ジェンダー平等へ

の取り組みを強めることの重要性などが論議され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  活 動 日 誌   

＜2026 年 4 月＞ 

27 日 中央連絡会・厚生労働省要請 

＜2026 年 5 月＞ 

０１日 メーデー 

０３日 憲法集会 

０７日 労働総研・事務局会議 

２０日 マンション建替え事業個別説明会 

２２日 労働時間健康問題共同研究部会 

２５日 労働総研・企画委員会 

２８日 労働政治研究部会 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


